
１．系統連系電圧または発電設備の容量が、100,200Vまたは50kW未満、6kVまたは50～1,999kWの場合の連系制約に関するお問合せ先（※１）　　　　　（9:00～17:00　【土日祝除く】）

100,200V または 50kW未満 6kV または 50～1,999kW

２．系統連系電圧または発電設備の容量が、22（33）kVまたは2,000～9,999kW、77kVまたは10,000kW以上の場合の連系制約に関するお問合せ先（※１）　　（9:00～17:00　【土日祝除く】）

22(33)kV または 2,000～9,999kW 77kV または 10,000kW以上

和○○
和歌山電力本部　配電グループ

TEL：073-463-0017

和歌山電力本部　統括グループ

TEL：073-463-0633

（※１）　系統連系の制約に関するお問合せは、系統連系電圧と発電設備等の容量をご確認の上、該当する問合せ先にてご確認をお願い致します。お問合せの際に所管箇所が異なる場合は、お取次ぎにて時間を要する場合が御座いますので御了承下さい。

橋本市（全域）

紀の川市（全域）

岩出市（全域）
070-2448-3011 070-2919-0791

080-6198-0190

070-2904-4491

系統連系電圧 または 発電設備等の容量
管轄エリア

御坊市（全域）

営業所名

制約マップ上の略号と制約箇所

和歌山配電営業所

新宮配電営業所

橋本配電営業所

田辺配電営業所

系統連系電圧 または 発電設備等の容量

050-7102-8230

田辺市（本宮町を除く）

和歌山市（全域）

海南市（全域）

有田市（全域）

海草郡（紀美野町）

有田郡（湯浅町、広川町、有田川町）

田辺市（本宮町）

新宮市（全域）

東牟婁郡（那智勝浦町、太地町、古座川町、北山村、串本町）

三重県　熊野市

（金山町、久生屋町、有馬町、井戸町、木本町、飛鳥町、五郷町、育生町、神川町、紀和町）

三重県　南牟婁郡

（御浜町、紀宝町）

伊都郡（かつらぎ町、九度山町、高野町）

西牟婁郡（白浜町、上富田町、すさみ町 　）

日高郡（みなべ町、日高川町、印南町、日高町、美浜町、由良町）

和歌山県&三重（一部）


